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第１ 人事委員会の運営 
 
１ 人事委員会の開催状況 
  令和２年度の人事委員会は３０回開催され，その内容は次のとおりである。 
 

回 開催年月日 付  議  事  項  等 

第１回  ２． ４． ３（金） 

〔報告事項〕 
１ 広島県職員証に関する訓令及び広島県職員き章に関する訓令の一部改正につい  
 て 
２ 広島県特定事業主行動計画「職員の『わ』応援プログラム～らしく，いきんさ
い。～」の策定について 

３ 令和元年度職員による苦情相談の概要について 
４ 令和２年度人事委員会事務局事務概要について 

 

第２回  ２． ４．２４（金） 

〔付議事項〕 
１ 新型コロナウイルス感染症に伴う第63回全国人事委員会連合会公平審査事務研
修会の対応について 

２ 広島県職員（情報職）の採用選考試験の実施について 

〔報告事項〕 
１ 令和２年度第１回広島県警察官等採用試験の申込者数及び試験日程の延期につ
いて 

２ 令和２年度各種会議の議案及び報告事項等の処理方法及び議案に係る同意につ
いて 

第３回  ２． ５．１４（木） 

〔協議事項〕 

１ 令和２年度各種会議の議案等の処理方法及び議題に係る同意について 
２ 令和２年度人事委員会開催日程の変更について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度）の試験区分及び採用予定人員
等について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（第１回社会人経験者）の試験区分及び採用予
定人員等について 

３ 令和２年度広島県職員採用試験（短大卒業程度〔総合土木〕）の採用予定人員等
について 

 
４ 令和２年度広島県職員（警察少年育成官）採用試験の採用予定人員等について 
 

第４回 ２． ５．２８（木） 

〔付議事項〕 

１ 条例案に係る意見について 

〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案）について 
 

第５回 ２． ６． ２（火） 
〔付議事項〕 

１ 人事委員会指令の一部改正について 
 

第６回 ２． ６．３０（火） 

〔報告事項〕 

１ 第128回全国人事委員会連合会総会の書面開催について 

〔報告事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度）・（第１回社会人経験者）・
（短大卒業程度〔総合土木〕）・（警察少年育成官）の受験状況について 

２ 令和２年度第１回広島県警察官採用試験１次試験合格者について 

３ 令和２年度広島県職員採用試験（高校卒業程度）の採用計画について 
４ 令和２年度障害のある人を対象とした広島県職員採用選考試験の採用計画につ
いて     

５ 令和２年度第２回広島県警察官採用試験の採用計画について 
６ 令和２年職種別民間給与実態調査について 
７ 組合要請について 

 

 



- 2 - 
 

回 開催年月日 付  議  事  項  等 

第７回 ２． ７．１５（水） 

〔付議事項〕 
１ 裁決取消請求控訴事件に係る準備書面等の提出について（不起立事案（小中学
校）） 

〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程(案) 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度）の第１次試験合格者について 
２ 令和２年度広島県職員採用試験（短大卒業程度）の第１次試験合格者について 
３ 令和２年度広島県職員（警察少年育成官）採用試験第１次試験合格者について 
４ 組合要請について 

第８回 ２． ７．２９（水） 

〔付議事項〕 

１ 警察本部の採用選考について 

２ 県の課長相当職以上への昇任選考について 

３ 職員の退職手当の支給に関する規則の一部改正について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（第１回社会人経験者）第１次試験合格者につ
いて 

２ 令和２年度第１回警察官採用試験第２次試験合格者について 

第９回 ２． ８．１７（月） 

〔付議事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度）の最終合格者の決定について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（短大卒業程度）の最終合格者の決定について 

３ 令和２年度広島県職員（警察少年育成官）採用試験の最終合格者の決定につい
て 

４ 令和２年度第１回広島県警察官採用試験の最終合格者の決定について 

５ 職員の採用選考について 

６ 「警察官の術科指導員の職への採用選考実施要領」の一部改正について 

７ 警察官（航空機操縦士）の採用選考基準の一部改正について 

〔報告事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度・行政〔一般事務Ｂ〕）の第２
次試験合格者について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（第１回社会人経験者）第２次試験合格者につ
いて 

３ 職種別民間給与実態調査について   

第 10 回 ２． ８．２６（水） 

〔付議事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（大学卒業程度（行政〔一般事務Ｂ〕））の最
終合格者の決定について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（第１回社会人経験者）の最終合格者の決定に
ついて 

３ 警察本部の昇任選考について 

〔協議事項〕 

１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 

〔報告事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用選考試験（情報）の最終合格者について  

２ 令和２年度広島県職員採用試験（第２回社会人経験者）の採用計画について 

第 11回 ２． ９．１６（水） 

〔付議事項〕 
１ 病院事業局の昇任選考について 
２ 第63回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会開催協議会の解散について 
〔協議事項〕 
１ 人事委員会勧告作業日程 
２ 人事委員会勧告に向けた検討課題（給与関係） 
３ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（高校卒業程度）の申込者数について 
２ 令和２年度第２回広島県警察官採用試験の申込者数について 
３ 令和２年人事院勧告に関する要請 
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回 開催年月日 付  議  事  項  等 

第 12回 ２． ９．２８（月） 

〔付議事項〕 

１ 企業局の昇任選考について 
〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 
２ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（第２回社会人経験者）の申込者数について 
２ 令和２年度第２回広島県警察官採用試験の第１次試験合格者について 
３ 職種別民間給与実態調査（先行調査関係）の実施状況について 

第 13回 ２．１０． ５（月） 

〔協議事項〕 
１ 人事委員会勧告作業日程 
２ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 職員団体からの要請について 

第 14回 ２．１０．１４（水） 

〔協議事項〕 
１ 人事委員会勧告作業日程 
２ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（高校卒業程度）の第１次試験合格者について 
２ 令和２年度第２回広島県警察官採用試験の第２次試験合格者について 
３ 令和２年度障害のある人を対象とした広島県職員採用選考試験（身体障害者・
精神障害者）の申込者数について 

４ 地方人事委員会の勧告に関する要請 
５ 職員団体との意見交換について 

第 15回 ２．１０．２２（木） 

〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 
２ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 職員団体との意見交換について 

第 16回 ２．１１． ４（水） 

〔付議事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（高校卒業程度）の最終合格者の決定について 
〔協議事項〕 
１ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（第２回社会人経験者）の第１次試験合格者に
ついて 

２ 職員団体との意見交換について 

第 17回 ２．１１． ６（金） 

〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 
２ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 時間外勤務の限度時間の特例規定の適用に係る任命権者からの報告について 
２ 職員団体との意見交換について 

３ 職員団体からの要請について 

第 18回 ２．１１．１０（火） 

〔付議事項〕 
１ 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について 
〔報告事項〕 
１ 公務員獣医師の処遇改善に関する要望について 
２ 職員団体との意見交換について 

第 19回 ２．１１．１２（木） 〔協議事項〕 
１ 勧告日程等について(案) 

第 20 回 ２．１１．１８（水） 

〔付議事項〕 
１ 令和２年度第２回広島県警察官採用試験の最終合格者の決定について 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（第２回社会人経験者）の第２次試験合格者に
ついて 

２ 令和２年度障害のある人を対象とした職員採用選考試験（身体障害者・精神障
害者）の第１次試験合格者について 

３ 令和２年度以降の事業所調査の実施について 
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回 開催年月日 付  議  事  項  等 

第 21回 ２．１２． ２（水） 

〔付議事項〕 
１ 令和２年度障害のある人を対象とした広島県職員採用選考試験（身体障害者・
精神障害者）の最終合格者の決定について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（第２回社会人経験者）の最終合格者の決定に
ついて 

〔協議事項〕 
１ 介護支援部分休暇制度の導入について 
〔報告事項〕 
１ 裁決取消請求控訴事件の判決について（不起立事案（小中学校）） 
 

第 22 回 ２．１２． ８（火） 

〔付議事項〕 
１ 条例案に係る意見について 
〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 
〔報告事項〕 
１ 令和２年各都道府県人事委員会の給与勧告等の状況 
 

第 23 回 ２．１２．１８（金） 

〔付議事項〕 

１ 広島県職員採用試験（衛生（衛生一般）・（薬学））の実施計画について 
２ 人事委員会規則・指令の一部改正等について 
 

第 24 回 ３． １．２７（水） 

〔付議事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（総合土木・工業（電気））実施計画について 
２ 人事委員会規則・指令の一部改正について 
３ 広島県人事委員会の会議の議事に関する手続について 
〔報告事項〕 

１ 新型コロナウイルス感染症対策に係る組織改正に伴う人事委員会規則等の一部
改正等について 

２ 令和２年度広島県職員採用試験（衛生（衛生一般）・（薬学））の受験状況に
ついて 

 

第 25 回 ３． ２． ５（金） 

〔付議事項〕 
１ 警察本部の採用選考について 
〔協議事項〕 
１ 令和２年度人事委員会開催日程（案） 

２ 令和３年度広島県職員採用試験日程（案）について 
〔報告事項〕 

１ 令和２年度広島県職員採用試験（衛生（衛生一般）・（薬学））の第１次試験
合格者について 

 

第 26 回 ３． ２．１７（水） 

〔付議事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（衛生（衛生一般）・（薬学））の最終合格者
の決定について 

２ 令和３年度広島県職員採用試験実施計画について 
３ 職員（遺伝カウンセラー）の採用方法等について 
４ 病気休暇に関する運用方針（指令）の一部改正について 

〔報告事項〕 
１ 令和３年２月全国人事委員会連合会役員会について 
２ 職員団体からの春闘要求について 
 

第 27 回 ３． ２．２５（木） 

〔付議事項〕 

１ 警察本部の採用選考について 

２ 警察本部の昇任選考について 

〔報告事項〕 
１ 令和２年度広島県職員採用試験（工業（電気）・総合土木）の申込者数につい
て 

２ 令和３年度第１回広島県警察官採用試験の試験区分及び採用予定人員等につい
て 

 



- 5 - 
 

回 開催年月日 付  議  事  項  等 

第 28回 ３． ３．１２（金） 

〔付議事項〕 
１ 人事委員会事務局職員の人事異動について 
２ 職員の採用選考について 
３ 県の課長相当職以上への昇任選考について 
４ 一般職の任期付職員の採用について（特定任期付職員・一般任期付職員） 
５ 企業団設立準備組織に係る市町職員及び客員スタッフの採用方法等について 
６ 人事委員会規則・指令の一部改正について 
〔報告事項〕 
１ 広島県職員採用試験（工業（電気）・総合土木）の第１次試験合格者について 
２ 職員団体からの要請について 

 

第 29 回 ３． ３．１６（火） 

〔付議事項〕 
１ 広島県職員採用試験（工業（電気）・総合土木）の最終合格者の決定について 
〔協議事項〕 
１ 令和３年度人事委員会開催日程（案） 

 

第 30 回 ３． ３．２５（木） 

〔付議事項〕 

１ 広島県人事委員会処務規程の一部改正について 

２ 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 
３ 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について（受託分） 
〔報告事項〕 
１ 令和２年度事業所調査の結果について 

 

付議事項   ４９件 

協議事項  ２６件 

     報告事項  ６３件 

     合  計 １３８件 
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２ 人事委員会規則の制定･改廃 
  令和２年度における人事委員会規則の制定改廃の内容は,次のとおりである｡ 

制定･改正 
年 月 日 

規    則    名 概      要 

令２ .  4 .  1 
公 布 ･ 施 行 

広島県人事委員会事務局の組織に関する規則
の一部を改正する規則 

職制の見直しに伴う所要の改正 

令２. 7 .  3 0 
公 布 ･ 施 行 

職員の退職手当の支給に関する規則の一部を
改正する規則 

雇用保険法施行規則の改正に伴う所要
の改正 

令２.12.23 
公布 ・ 施 行 
一部令 3. 1. 1 施行

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正
する規則 

人事院規則の改正等に伴う所要の改正 

令 ２.12.23 公布 
令 3. 1. 1施行 

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一
部を改正する規則 

不妊治療休暇の新設に伴う所要の改正 

令 ２.12.23 公布 
令 3.4. 1 施行 

短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間,休
日及び休暇に関する基準を定める規則の一部を
改正する規則 

不妊治療休暇の新設に伴う所要の改正 

令３.  １. 1 4 
公 布 ･ 施 行 

職務の級の分類に関する規則の一部を改正す
る規則 

新型コロナウイルス感染症対策に係る
組織改正に伴う所要の改正 

令３.  １. 1 4 
公 布 ･ 施 行 

管理職手当に関する規則の一部を改正する規
則 

新型コロナウイルス感染症対策に係る
組織改正に伴う所要の改正 

令３.  １. 1 4 
公 布 ･ 施 行 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正
する規則 

新型コロナウイルス感染症対策に係る
組織改正に伴う所要の改正 

令 3 . 1 . 2 8 
公 布 ･ 施 行 

初任給調整手当に関する規則の一部を改正す
る規則 

職員の給与に関する条例の一部改正に
伴う所要の改正 

令 3.1.28 公布 
令 3.4. 1 施行 

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則等の
一部を改正する規則 

介護支援部分休暇の導入に伴う所要の
改正 

令 3.3.4 公布  
令 3.4. 1 施行 

職務の級の分類に関する規則の一部を改正す
る規則 

令和３年度警察本部の組織改編に伴う
所要の改正 

令 3.3.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

職務の級の分類に関する規則の一部を改正す
る規則 

令和３年度組織改編に伴う所要の改正 

令 3.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

管理職手当に関する規則の一部を改正する規
則 

令和３年度組織改編に伴う所要の改正 

令 ２.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

職員の通勤手当に関する規則の一部を改正す
る規則 

通勤手当の返納に係る所要の改正 

令 3.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正
する規則 

諸手当の見直しに伴う所要の改正 

令 3.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

市町立学校職員の給与，勤務時間その他の勤
務条件に関する条例の実施に関する規則の一部
を改正する規則 

諸手当の見直しに伴う所要の改正 

令 3.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用
弁償の支給に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員の期末手当の取扱い
に係る改正 

令 3.３.25 公布 
令 3.4. 1 施行 

短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間,休
日及び休暇に関する基準を定める規則の一部を
改正する規則 

会計年度任用職員に係る新型コロナウ
イルス感染症対策のための休暇に関する
規定の整備に伴う所要の改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正
する規則 

組織改編及び職の改廃等に伴う所要の
改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

安芸郡熊野町の管理職員等の範囲を定める規
則の一部を改正する規則 

組織改編等に伴う所要の改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

安芸郡坂町の管理職員等の範囲を定める規則
の一部を改正する規則 

組織改編に伴う所要の改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

神石郡神石高原町の管理職員等の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則 

組織改編に伴う所要の改正 
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制定･改正 
年 月 日 

規    則    名 概      要 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

山県郡北広島町の管理職員等の範囲を定める
規則の一部を改正する規則 

組織改編に伴う所要の改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

山県郡安芸太田町の管理職員等の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則 

組織改編に伴う所要の改正 

令 3.３.29 公布 
令 3.4. 1 施行 

広島中央環境衛生組合の管理職員等の範囲を
定める規則の一部を改正する規則 

組織改編に伴う所要の改正 
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３ 条例案に対する意見 

   地方公務員法第５条第２項の規定に基づき，職員に関する条例の制定又は改廃につ

いて，県議会から意見を求められたものに対し，意見を申し述べている。 

   なお，令和２年度に意見を求められた条例案２件に対して述べた意見は，次に掲げ

るとおりである。                            

  

年 月 日 条    例    案 意 見 

令和２年 
５月 28 日 

 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例案 

適当と考えます。 

令和２年 
12 月８日 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正す
る条例案 

適当と考えます。 

 

職員の給与に関する条例の一部改正 
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の

一部改正 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一
部改正 

短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部改正 

職員の退職手当に関する条例の一部改正 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部
改正 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

 

 



４　人事委員会主要行事

区分 人事委員会 人事委員会協議会関係 その他

　４.　３　第１回人事委員会
　

  ４.２４　第２回人事委員会

　４.１５　全国人事委員会連合会役員会
　　　　　　　　　　　　　　　(書面開催)

 
　５.１４　第３回人事委員会
　

　５.２８　第４回人事委員会

　５.１２　十六都道府県人事委員会協議会
　　 　　　委員長・事務局長会議
　　　　　　　　　　　　　　　(書面開催)
　５.２６　中国地方人事委員会協議会
　　 　　　委員全員会議(書面開催)

６月
　６.　２　第５回人事委員会

　６.３０　第６回人事委員会
　６.２４　全国人事委員会連合会総会
　　　　　　　　　　　　　　　(書面開催)

７月

　７.１５　第７回人事委員会

　７.２９　第８回人事委員会

　７.１６～１７　公平審査事務研修会(中止)
　７.２１～８.１２大卒程度２次試験

８月

　８.１７　第９回人事委員会

　８.２６　第10回人事委員会

　８.１７～１９　大卒程度３次試験
　　　　　　　　　（行政一般事務Ｂ）

９月
　９.１６　第11回人事委員会
　９.２８　第12回人事委員会

１０月
１０.　５　第13回人事委員会
１０.１４　第14回人事委員会
１０.２２　第15回人事委員会

        全国人事委員会連合会役員会（中止）

１１月

１１.　４　第16回人事委員会
１１.　６　第17回人事委員会
１１.１０　第18回人事委員会
１１.１２　第19回人事委員会
１１.１８　第20回人事委員会

１１.１２　人事委員会勧告

１２月
１２.　２　第21回人事委員会
１２.　８　第22回人事委員会
１２.１８　第23回人事委員会

  １.２７　第24回人事委員会

２月

　２.　５　第25回人事委員会

　２.１７　第26回人事委員会
　２.２５　第27回人事委員会

　２.１２　全国人事委員会連合会役員会
　　　　　　　　　　　　　　　(書面開催)

３月
　３.１２　第28回人事委員会
　３.１６　第29回人事委員会
　３.２５　第30回人事委員会

※　この表は，人事委員が出席する主要行事を掲載したものである。
●人事委員会　　３０回 　　●人事委員会協議会関係　　　（７回）
●口頭審理　　　　０回

aaa

令和２年

４月

令和３年
１月
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５月



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

任 用 関 係 業 務 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 



１　職員の採用
　（１）　職員採用試験等の実施状況

　　　　 令和２年度に実施した職員採用試験等の実施状況は，第１表から第４表のとおりである。

競争倍率

(人） 増減
率

(人） 増減
率

(人） 増減率
（％）

ポイント

884 677 193 3.5 882 658 219 3.0 2 0.2 19 2.9 △ 26 △ 11.9 0.5
370 262 94 352 270 126 18 5.1 △ 8 △ 3.0 △ 32 △ 25.4 　
689 521 131 4.0 680 509 154 3.3 9 1.3 12 2.4 △ 23 △ 14.9 0.7
302 208 74 278 214 98 24 8.6 △ 6 △ 2.8 △ 24 △ 24.5 　
263 196 18 10.9 304 225 36 6.3 △ 41 △ 13.5 △ 29 △ 12.9 △ 18 △ 50.0 4.6
84 65 7 97 73 11 △ 13 △ 13.4 △ 8 △ 11.0 △ 4 △ 36.4 　

231 170 12 14.2 274 206 25 8.2 △ 43 △ 15.7 △ 36 △ 17.5 △ 13 △ 52.0 5.9
76 60 6 91 69 10 △ 15 △ 16.5 △ 9 △ 13.0 △ 4 △ 40.0 　

372 243 27 9.0 305 196 31 6.3 67 22.0 47 24.0 △ 4 △ 12.9 2.7
106 71 7 87 63 10 19 21.8 8 12.7 △ 3 △ 30.0 　
353 228 23 9.9 283 182 24 7.6 70 24.7 46 25.3 △ 1 △ 4.2 2.3
105 70 7 83 59 9 22 26.5 11 18.6 △ 2 △ 22.2 　

2 2 2 1.0 21 19 3 6.3 △ 19 △ 90.5 △ 17 △ 89.5 △ 1 △ 33.3
1 1 1 14 12 1 △ 13 △ 92.9 △ 11 △ 91.7 0 0.0

278 187 31 6.0 232 187 68 2.8 46 19.8 0 0.0 △ 37 △ 54.4 3.3
142 105 22 123 93 40 19 15.4 12 12.9 △ 18 △ 45.0 　
256 176 25 7.0 212 169 54 3.1 44 20.8 7 4.1 △ 29 △ 53.7 3.9
138 103 20 120 91 38 18 15.0 12 13.2 △ 18 △ 47.4 　
12 8 3 2.7 14 11 2 5.5 △ 2 △ 14.3 △ 3 △ 27.3 1 50.0 △ 2.8
8 5 2 12 9 2 △ 4 △ 33.3 △ 4 △ 44.4 0 0.0 　

179 130 36 3.6 233 181 41 △ 54 △ 23.2 △ 51 △ 28.2 △ 5 △ 12.2 3.6
35 27 13 21 16 5 14 66.7 11 68.8 8 160.0 　

107 75 24 3.1 △ 107 △ 75 △ 24
49 34 7 △ 49 △ 34 △ 7
92 63 14 4.5 △ 92 △ 63 △ 14
49 34 7 △ 49 △ 34 △ 7

1,990 1,443 310 4.7 2,098 1,552 424 3.7 △ 108 △ 5.1 △ 109 △ 7.0 △ 114 △ 26.9 1.0
746 536 146 755 570 202 △ 9 △ 1.2 △ 34 △ 6.0 △ 56 △ 27.7 　

1,529 1,095 191 5.7 1,541 1,129 271 4.2 △ 12 △ 0.8 △ 34 △ 3.0 △ 80 △ 29.5 1.6
621 441 107 621 467 162 0 0.0 △ 26 △ 5.6 △ 55 △ 34.0 　
778 520 140 3.7 1,021 662 132 5.0 △ 243 △ 23.8 △ 142 △ 21.5 8 6.1 △ 1.3

（―） （―） （―） （―） （―） （―） (―） （―） （―） （―） （―） （―） 　
652 342 78 4.4 634 352 61 5.8 18 2.8 △ 10 △ 2.8 17 27.9 △ 1.4

（―） （―） （―） （―） （―） （―） (―） （―） （―） （―） （―） （―） 　
277 167 17 9.8 375 202 25 8.1 △ 98 △ 26.1 △ 35 △ 17.3 △ 8 △ 32.0 1.7
277 167 17 375 202 25 △ 98 △ 26.1 △ 35 △ 17.3 △ 8 △ 32.0 　
255 122 12 10.2 235 125 15 8.3 20 8.5 △ 3 △ 2.4 △ 3 △ 20.0 1.8
255 122 12 235 125 15 20 8.5 △ 3 △ 2.4 △ 3 △ 20.0 　

3,952 2,594 557 4.7 4,363 2,893 657 4.4 △ 411 △ 9.4 △ 299 △ 10.3 △ 100 △ 15.2 0.3

1,278 825 175 　 1,365 897 242 　 △ 87 △ 6.4 △ 72 △ 8.0 △ 67 △ 27.7 　

60 46 5 9.2 13 9 6 1.5 47 361.5 37 411.1 △ 1 △ 16.7 7.7

33 24 4 6.0 33 皆増 24 皆増 4 皆増 皆増

5 5 2 2.5 14 14 4 3.5 △ 9 △ 64.3 △ 9 △ 64.3 △ 2 △ 50.0 △ 1.0

10 10 1 10 皆増 10 皆増 1 皆増 皆増

9 8 1 8.0 △ 9 皆減 △ 8 皆減 △ 1 皆減 皆減

2 1 1 1.0 △ 2 皆減 △ 1 皆減 △ 1 皆減 皆減

4 4 4 1.0 2 2 2 1.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0.0

12 10 1 10.0 12 皆増 10 皆増 1 皆増 皆増

4,076 2,693 574 4.7 4,403 2,927 671 4.4 △ 327 △ 7.4 △ 234 △ 8.0 △ 97 △ 14.5 0.3

その 44 33 1.3 33 33 1.0 11 33.3 0 0.0 0.3
他採 17 14 1.2 14 14 1.0 3 21.4 0 0.0 0.2
用選 53 44 1.2 44 44 1.0 9 20.5 0 0.0 0.2
 考 114 91 1.3 91 91 1.0 23 25.3 0 0.0 0.3

第２　　任 用 関 係 業 務

第１表　令和２年度広島県職員採用試験等実施状況（総括表）

区　　　分

令和２年度 令和元年度 増　　　　　　減

申込
者数
(人）

受験
者数
(人）

最終合
格者数
(人）

競争
倍率
(倍）

申込
者数
(人）

受験
者数
(人）

最終合
格者数
(人）

競争
倍率
(倍）

申込者数 受験者数 最終合格者数

　
　
　
競
　
　
争
　
　
試
　
　
験

大学卒業
程　　  度

うち行政

第1回社会人

うち行政

第２回社会人

うち行政

警察少年育成官

追加公募等

任期付職員

短大卒業 △ 5.3程　　　度
高校卒業
程　　  度

うち行政

うち行政

小計

うち行政

第１回警察官
(男性）

第２回警察官
(男性）

第１回警察官
（女性）

第２回警察官
（女性）

競争試験計

選
考
試
験

障害のある人を対象と
した試験

職業訓練指導員

科捜研（心理）

情報処理（警察）

警察官
（術科指導員）

警察官
（航空機操縦士）

65選考試験計 124 99 17 5.8 40

知事部局等(行政職等）

　 　 　  

34 14 2.4 84 210.0

警察本部（警察官等）

計

（注）１．「その他採用選考」における「受験者数」は「選考対象者数」を，「最終合格者数」は「合格者数」を示す。

　　　２．下段は，女性で内数

皆減

皆減

皆減

皆減

皆減

191.2

皆減

皆減

皆減

文書館研究員

情報（知事）

教育委員会（行政職）

3 21.4 3.4

合計
（競争試験＋選考試験）
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試験 採用予 申込者数 採用者数

定人員     (A) 受験率 合格率 受験者数 最終合格率

区分 　名程度 　　　　人 院 大 短 高 計 （Ｂ／Ａ） 院 大 短 高 計 （Ｃ／Ｂ） 院 大 短 高 計 （Ｄ／Ｂ）  (B/D) 人

一 般 事 務 Ａ 55 481 18 343 1 1 363 75.5 11 168 179 49.3 171 4 80 84 23.1 4.3 51
188 5 130 1 1 137 4 68 72 72 3 43 46 27

一 般 事 務 Ｂ 21 114 6 79 1 2 88 77.2 5 57 1 1 64 72.7 62 1 21 1 23 26.1 3.8 22
53 1 35 1 37 27 1 28 28 10 10 10

小中学校事務 10 37 1 25 2 28 75.7 1 14 1 16 57.1 16 1 9 1 11 39.3 2.5 11
19 12 2 14 7 1 8 8 6 1 7 7

警 察 事 務 11 57 40 2 42 73.7 22 22 52.4 22 13 13 31.0 3.2 11
42 29 2 31 16 16 16 11 11 9

小 計 97 689 25 487 2 7 521 75.6 17 261 1 2 281 53.9 271 6 123 2 131 25.1 4.0 95
 302 6 206 2 5 219 4 118 1 1 124 124 3 70 1 74 53

心 理 4 18 6 8 1 15 83.3 6 4 1 11 73.3 11 2 2 1 5 33.3 3.0 5
12 3 6 1 10 3 3 1 7 7 2 2 1 5 5

衛生（衛生一般） 4 18 2 12 14 77.8 1 7 8 57.1 8 1 3 4 28.6 3.5 3
11 1 7 8 2 2 2 1 1 1

衛 生 （ 薬 学 ） 4 11 8 8 72.7 7 7 87.5 7 5 5 62.5 1.6 5
4 3 3 3 3 3 2 2 2

農 業 7 30 7 16 1 24 80.0 6 10 1 17 70.8 17 2 5 1 8 33.3 3.0 8
9 1 6 7 1 5 6 6 1 3 4 4

林 業 3 6 1 5 6 100.0 1 4 5 83.3 5 4 4 66.7 1.5 4
4 4

畜 産 一 般 1 10 2 7 9 90.0 2 5 7 77.8 7 1 1 2 22.2 4.5 2
6 2 3 5 2 2 4 4 1 1 2 2

水 産 2 13 3 8 11 84.6 3 5 8 72.7 8 2 1 3 27.3 3.7 2
4 4 4 2 2 2 1 1 1

工 業 （ 食 品 ） 1 6 3 1 4 66.7 3 3 75.0 2 1 1 25.0 4.0 1
5 3 1 4 3 3 2 1 1 1

工 業 （ 機 械 ） 2 6 2 3 5 83.3 2 2 4 80.0 4 1 2 3 60.0 1.7 3

工 業 （ 電 気 ） 5 11 2 6 8 72.7 2 5 7 87.5 7 1 4 5 62.5 1.6 4

工業（鑑識化学） 1 9 2 5 7 77.8 1 4 5 71.4 5 1 1 14.3 7.0 1
4 3 3 2 2 2

総 合 土 木 12 46 7 27 34 73.9 6 24 30 88.2 28 3 16 19 55.9 1.8 16
6 4 4 2 2 2 2 2 2

建 築 2 11 1 10 11 100.0 1 7 8 72.7 6 2 2 18.2 5.5 2
7 1 6 7 1 4 5 4 2 2 2

小 計 48 195 38 116 1 1 156 80.0 34 84 1 1 120 76.9 115 14 46 1 1 62 39.7 2.5 56
68 11 43 1 55 10 29 1 40 34 5 14 1 20 20

145 884 63 603 3 8 677 76.6 51 345 2 3 401 59.2 386 20 169 1 3 193 28.5 3.5 151
370 17 249 2 6 274 14 147 1 2 164 158 8 84 2 94 73

一 般 事 務 12 231 21 128 13 8 170 73.6 10 36 1 1 48 28.2 24 2 10 12 7.1 14.2 8
76 4 43 10 3 60 3 14 1 18 9 6 6 4

心 理 2 8 5 1 6 75.0 4 4 66.7 4 3 3 50.0 2.0 3
6 3 1 4 2 2 2 1 1 1

林 業 1 5 3 1 1 5 100.0 2 1 3 60.0 3 1 1 20.0 5.0 1

総 合 土 木 2 19 1 10 2 3 16 84.2 1 6 1 8 50.0 7 1 1 2 12.5 8.0 1
2 1 1

小 計 17 263 30 140 15 12 197 74.9 17 43 2 1 63 32.0 38 7 11 18 9.1 10.9 13
84 7 45 10 3 65 5 14 1 20 11 1 6 7 5

一 般 事 務 12 353 38 165 9 17 229 64.9 13 39 52 22.7 30 4 19 23 10.0 10.0 22
105 7 52 4 7 70 3 13 16 13 1 6 7 7

総 合 土 木 2 19 12 1 2 15 78.9 7 1 8 53.3 7 3 1 4 26.7 3.8 4
1 1 1

小 計 14 372 38 177 10 19 244 65.6 13 46 1 60 24.6 37 4 22 1 27 11.1 9.0 26
106 7 53 4 7 71 3 13 16 13 1 6 7 7

総 合 土 木 2 2 2 2 100.0 2 2 100.0 2 2 2 100.0 1.0 1
1 1 1 1 1 1 1 1

小 計 2 2 2 2 100.0 2 2 100.0 2 2 2 100.0 1.0 1
1 1 1 1 1 1 1 1

一 般 事 務 6 120 5 2 71 78 65.0 14 14 17.9 13 8 8 10.3 9.8 4
43 2 29 31 7 7 6 4 4 2

小中学校事務 9 93 1 2 59 62 66.7 1 24 25 40.3 24 10 10 16.1 6.2 7
65 1 44 45 21 21 21 10 10 7

警 察 事 務 4 43 3 33 36 83.7 18 18 50.0 17 7 7 19.4 5.1 4
30 1 26 27 14 14 13 6 6 4

小 計 19 256 6 7 163 176 68.8 1 56 57 32.4 54 25 25 14.2 7.0 15
138 2 2 99 103 42 42 40 20 20 13

林 業 1 4

総 合 土 木 4 18 11 11 61.1 9 9 81.8 8 6 6 54.5 1.8 4
4 2 2 2 2 2 2 2 1

小 計 5 22 11 11 50.0 9 9 81.8 8 6 6 54.5 1.8 4
4 2 2 2 2 2 2 2 1

24 278 6 7 174 187 67.3 1 65 66 35.3 62 31 31 16.6 6.0 19
142 2 2 101 105 44 44 42 22 22 14

一般事務（身体） 10 17 8 1 6 15 88.2 7 2 9 60.0 6 3 3 20.0 5.0 3
4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1

一般事務（精神） 2 40 2 20 2 4 28 70.0 1 7 8 28.6 6 2 2 7.1 14.0 2
10 5 2 2 9 3 3 3 1 1 1

警察事務（身体） 1

警察事務（精神） 1 3 2 1 3 100.0 2 2 66.7 2
1 1 1 1 1 1

小 計 14 60 2 30 3 11 46 76.7 1 16 2 19 41.3 14 5 5 10.9 9.2 5
15 7 3 4 14 5 5 5 2 2 2

216 1,859 133 956 40 224 1,353 72.8 82 451 7 71 611 45.2 539 31 209 2 34 276 20.4 4.9 215
718 31 356 22 121 530 22 179 3 46 250 230 10 99 24 133 101

（注） ・採用予定人員は，受験案内表示による。  
・下段は女性で内数
・大学の欄に記載の数は大学中退者若しくは在学者を含む。短大の欄に記載の数は高専を含む。

行

政

以

外

第２表　主な令和２年度広島県職員採用試験の実施状況（内訳）
（令和３年4月1日現在）

職　　　　種

第１次試験 第２（３）次試験 最終競
争倍率受験者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 最終合格者数（Ｄ）

計

総　　　　　計

行

政

障害
のあ
る人
を対
象と
した
試験

短
大
卒
業
程
度

行
政
以
外

高

校

卒

業

程

度

行

政

行

政

以

外

計

社

会

人

経

験

者

第
１
回

第
２
回

大

学

卒

業

程

度

行

政
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試験 採用予定 申込者数 最終競争 採用者数

人員　     (A) 受験率 合格率 合格率 最終合格 倍率

区分 　名程度 　　　　人 大 短 高 他 計 （Ｂ／Ａ） 大 短 高 他 計 （Ｃ／Ｂ） 大 短 高 他 計 （Ｄ／Ｂ） 大 短 高 他 計 率（Ｅ／Ｂ）   (B/Ｅ) 人

70 472 315 315 66.7 283 283 89.8 225 175 175 55.6 159 110 110 34.9 2.9 74

（男性）

17 306 11 17 169 8 205 67.0 5 11 87 5 108 52.7 98 3 6 54 3 66 32.2 64 2 27 1 30 14.6 6.8 19

（男性）

8 181 113 113 62.4 74 74 65.5 46 31 31 27.4 28 13 13 11.5 8.7 8

（女性） 181 113 113 74 74 46 31 31 28 13 13 8

3 96 1 9 42 2 54 56.3 1 2 17 20 37.0 19 1 1 6 8 14.8 8 1 3 4 7.4 13.5 4

（女性） 96 1 9 42 2 54 1 2 17 20 19 1 1 6 8 8 1 3 4 4

98 1,055 440 26 211 10 687 65.1 363 13 104 5 485 70.6 388 210 7 60 3 280 40.8 259 125 1 30 1 157 22.9 4.4 105

277 114 9 42 2 167 75 2 17 0 94 65 32 1 6 0 39 36 13 1 3 0 17 12

31 275 114 114 41.5 105 105 92.1 96 72 72 63.2 60 32 32 28.1 3.6 28

（男性）

40 377 12 7 205 4 228 60.5 8 4 152 3 167 73.2 151 4 2 97 3 106 46.5 98 1 1 44 46 20.2 5.0 37

（男性）

4 96 41 41 42.7 14 14 34.1 13 8 8 19.5 7 4 4 9.8 10.3 4

（女性） 96 41 41 14 14 13 8 8 7 4 4 4

6 159 1 4 75 1 81 50.9 1 2 26 29 35.8 25 1 15 16 19.8 13 8 8 9.9 10.1 6

（女性） 159 1 4 75 1 81 1 2 26 29 25 1 15 16 13 8 8 6

81 907 168 11 280 5 464 51.2 128 6 178 3 315 67.9 285 85 2 112 3 202 43.5 178 37 1 52 0 90 19.4 5.2 75

255 42 4 75 1 122 15 2 26 0 43 38 9 0 15 0 24 20 4 0 8 0 12 10

179 1,962 608 37 491 15 1,151 58.7 491 19 282 8 800 69.5 673 295 9 172 6 482 41.9 437 162 2 82 1 247 21.5 4.7 180

532 156 13 117 3 289 90 4 43 0 137 103 41 1 21 0 63 56 17 1 11 0 29 22
（注） ・採用予定人員は，受験案内表示による。  

・下段は，女性で内数。

・大学の欄に記載の数は大学中退者若しくは在学者を含む。短大の欄に記載の数は高専を含む。高校の欄に記載の数は高校中退者を含む。

・第２回警察官試験は，他の都道府県を第一志望とする者を除く。

第３表　令和２年度広島県警察官採用試験実施状況

職　　　　種

第　１　次　試　験 第　２　次　試　験 第　３　次　試　験

受験者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 受験
者数

合格者数（Ｄ） 受験
者数

最終合格者数（Ｅ）

第

１

回

警

察

官

警 察 官 Ａ

警 察 官 Ｂ

警 察 官 Ａ

警 察 官 Ｂ

計

第

２

回

警

察

官

警 察 官 Ａ

警 察 官 Ｂ

警 察 官 Ａ

計

警　察　官　総　計
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（参考）

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R01年度 R02年度

人（程度）

採用予定者数 89 71 105 119 122 118 133 144 184 145

人
1,365 1,250 1,151 990 1,125 1,076 1,144 984 882 884

全 申 込 者 数
(475) (437) (405) (336) (428) (409) (434) (377) (352) (370)

（Ａ）

人
870 824 691 652 763 725 783 724 658 677

受 験 者 数
(302) (268) (242) (215) (291) (287) (316) (289) (270) (262)

（Ｂ）

人
113 90 132 142 144 141 170 192 219 193

職 最終合格者数
(40) (32) (56) (50) (69) (68) (83) (95) (126) (94)

（Ｃ）

％

受　験　率 63.7 65.9 60.0 65.9 67.8 67.4 68.4 73.6 74.6 76.6

（Ｂ／Ａ）

倍

種 競 争 倍 率 7.7 9.2 5.2 4.6 5.3 5.1 4.6 3.8 3.0 3.5

（Ｂ／Ｃ）

人
105 78 118 123 115 112 146 152 163 151

採 用 者 数
(37) (28) (49) (41) (51) (56) (69) (70) (93) (73)

（Ｄ）

人（程度）

採用予定者数 46 34 57 65 75 69 80 89 125 97

人
973 900 842 712 846 784 839 756 680 689

う 申 込 者 数
(334) (313) (314) (253) (345) (319) (337) (302) (278) (302)

（Ａ）

人
604 587 491 458 588 533 584 570 509 521

ち 受 験 者 数
(201) (187) (179) (164) (236) (226) (250) (239) (214) (208)

（Ｂ）

人
61 44 74 77 91 79 107 118 154 131

行 最終合格者数
(23) (18) (37) (36) (51) (46) (64) (69) (98) (74)

（Ｃ）

％

政 受　験　率 62.1 65.2 58.3 64.3 69.5 68.0 69.6 75.4 74.9 75.6

（Ｂ／Ａ）

倍

職 競 争 倍 率 9.9 13.3 6.6 5.9 6.5 6.7 5.5 4.8 3.3 4.0

（Ｂ／Ｃ）

人
53 37 66 68 68 60 89 87 112 95

採 用 者 数
(20) (17) (31) (30) (34) (36) (52) (46) (69) (53)

（Ｄ）

（注）（　　　）内は女性で内数

区　　　　　　分
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（２） 主な採用試験日程及び試験会場 

令和２年度の主な職員採用試験の日程及び試験会場は，次のとおりである。 

 （公告順） 

試 験 区 分 

受験案内・ 

申込書配布 

開始期日      

受 付 期 間 第１次試験 
第１次試験 

合格発表      
第２次試験 

第２次試験 

合格発表      
第３次試験 最終合格発表 

試  験  会  場 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 

第１回警察官試験 3月1日(日) 

3月1日(日) 

～ 

4月14日(火) 

6月21日(日) 6月29日(月) 

7月4日(土) 

  5日(日) 

11日(土) 

12日(日) 

7月17日(金) 

8月8日(土) 

～ 

8月13日(木) 

8月21日(金) 
県立広島大学 

広島キャンパス 
広島県警察学校 広島県庁 

大学卒業程度試験 

5月19日(火) 

5月19日(火) 

～ 

6月10日(水) 

6月28日(日) 7月10日(金) 

7月21日(火) 

～ 

8月12日(水) 

― ― 8月17日(月) 
【広島会場】 

県立広島大学 

広島キャンパス 

【東京会場】 

航空会館 

（東京都港区） 

広島YMCA 国際

文化センター 

― 

 
行政 

（一般事務Ｂ） 

7月21日(火) 

～ 

７月29日(水) 

7月31日(金) 

8月17日(月) 

～ 

8月19日(水) 

8月28日(金) 
広島YMCA 国際

文化センター 

短大卒業程度試験 

(総合土木) 
5月19日(火) 

5月19日(火) 

～ 

6月10日(水) 

6月28日(日) 7月10日(金) 

7月21日(火) 

～ 

8月12日(水) 

― ― 8月17日(月) 
県立広島大学 

広島キャンパス 

広島YMCA 国際

文化センター 
― 

 

 

第１回 

社会人経験者試験 
5月19日(火) 

5月19日(火) 

～ 

6月10日(水) 

6月28日(日) 7月17日(金) 

8月1日(土) 

～ 

8月2日(日) 

8月7日（金） 8月23日（日） 8月28日（金） 

【広島会場】 

 広島国際会議場 

【東京会場】 

航空会館 

（東京都港区） 

広島YMCA 国際

文化センター 

広島YMCA 国際

文化センター 

第２回警察官試験 7月3日(金) 

7月3日(金) 

～ 

9月1日(火) 

9月20日(日) 9月28日(月) 

10月3日(土) 

～ 

10月4日(日)    

10月13日(火) 

11月5日(木) 

～ 

11月11日(水) 

11月19日(木) 

【広島会場】 

県立広島大学 

広島キャンパス 

【福山会場】 

福山平成大学 

広島県警察学校 
広島YMCA 国際

文化センター 

高校卒業程度試験 7月3日(金) 

7月3日(金) 

～ 

9月8日(火) 

9月27日(日) 10月9日(金) 

10月22日(木) 

～ 

10月28日(水) 

― ― 11月9日(月) 

【広島会場】 

広島YMCA国際 

文化センター 

【福山会場】 

広島県東部総務事務所 

広島YMCA 国際

文化センター 
― 

障害のある人を 

対象とした試験 
7月3日(金) 

7月3日(金) 

～ 

10月2日(金) 

11月1日(日) 11月12日（木） 

11月24日(火) 

～ 

11月26日(木) 

― ― 12月3日(木) 
広島YMCA国際 

文化センター 

広島YMCA国際

文化センター 
― 

第２回 

社会人経験者試験 
8月31日(月) 

8月31日(月) 

～ 

9月24日(木) 

10月18日(日) 10月30日(金) 

11月14日(土) 

～ 

11月15日（日） 

11月20日（金） 11月29日（日） 12月3日(木) 

【広島会場】 

広島国際会議場 

【東京会場】 

都道府県会館 

（東京都千代田区） 

広島YMCA 国際

文化センター 

広島YMCA 国際

文化センター 
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（３） 受験資格等 

令和２年度の主な職員採用試験の受験資格等は，次のとおりである。 

        項  目 

試験区分 年  齢（生年月日） 性 別 学               歴 その他 

大 学 卒 業 程 度             
平成3年4月2日から 

平成11年4月1日までに生まれた者など 
― 

  

 行政（一般事務Ｂ） 
平成6年4月2日から 

平成11年4月1日までに生まれた者など 

社 会 人 経 験 者 昭和36年4月2日以降に生まれた者 ― 
 ※① 

短 大 卒 業 程 度 

（総合土木） 

平成11年4月2日から 

平成13年4月1日までに生まれた者 
― 

  

高 校 卒 業 程 度             
平成11年4月2日から 

平成15年4月1日までに生まれた者 
― 

  

 総合土木 
平成13年4月2日から 

平成15年4月1日までに生まれた者 

障 害 の あ る 人 を 

対 象 と し た 試 験 

平成2年4月2日から 

平成15年4月1日までに生まれた者 
― 

 ※② 

第 1 回 警 察 官 
昭和63年4月2日から 

平成15年4月1日までに生まれた者 

男性 警察官Ａ（男性） 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業

した者又は令和3年3月末日までに卒業見込みの

者 

 

女性 警察官Ａ（女性） 

男性 警察官Ｂ（男性） 
上記以外の者 

※③ 

女性 警察官Ｂ（女性） 

第 ２ 回 警 察 官 
昭和63年4月2日から 

平成15年4月1日までに生まれた者 

男性 警察官Ａ（男性） 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業

した者又は令和3年3月末日までに卒業見込みの

者 

 

女性 警察官Ａ（女性） 

男性 警察官Ｂ（男性） 
上記以外の者 

※④ 

女性 警察官Ｂ（女性） 

上記のほか，次のいずれかに該当する場合は受験できない。 

  ア 日本国籍を有しない者（工業（鑑識化学）以外の工業を除く。）   イ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条（欠格条項）の規定に該当する者 

※① 申込日時点で，学歴区分に応じて定める職務経験年数を満たす者 

※② 次の全てに該当する者 

  ア 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者   イ 活字印刷文又は点字による出題に対応できる者 

※ ③ 学校教育法による大学（短期大学を除く。）に在籍している者及び高等学校を令和3年3月末日までに卒業見込みの者は受験できない。 

※ ④ 学校教育法による大学（短期大学を除く。）に在籍している者は受験できない。 
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（４）採用選考の状況 

令和２年度職員採用選考の状況は，次のとおりである。 

 ア 選考試験（身体に障害のある人を対象とした試験を除く。） 

      （知事部局） 

実 施 月 日 職     種 受 験 者 数 合 格 者 数 

6月 28日(日) 情報    24人       4人 

9月 27日(日) 職業訓練指導員    5人       2人 

10月 18日(日) 文書館研究員    10人       1人 

  

   （警察本部） 

実 施 月 日 職     種 受 験 者 数 合 格 者 数 

9月6日(日) 警 察 官 術科指導員       4人        4人 

9月6日(日) 警 察 官 航空機操縦士      10人        1人 

 

（選考試験の計） 
受 験 者 数 合 格 者 数 

      53人       12人 

 

 イ その他の採用選考件数（割愛等） 

区   分 職    種 選考対象数 合格者数 

知 事 部 局 等 行  政  職  等            44人 44人 

教 育 委 員 会 行    政    職            17人 17人 

警 察 本 部 警  察  官  等            53人 53人 

合  計 114人 114人 

  （注）任命権者への委任分を除く。知事部局等には企業局，病院事業局を含む。 

  

（５）広報活動等 

優秀な人材を確保するため，採用試験の実施について次のとおり広報活動等を展開した。 

 ア 県広報の活用 

① 広報紙 

県広報紙「県民だより」等を利用して広報活動等を行った。 

② インターネット 

県のホームページやSNSを活用して広報を行った。 

 イ 人事委員会ホームページの活用 

   人事委員会のホームページにより，各種情報提供を行った。 

 ウ 説明会の開催等 

   広島県職員採用試験の受験希望者を対象として，3 つの説明会を開催した。例年は県庁や東京事務

所において対面方式で開催しているが，令和2年度においては，新型コロナウイルスの感染拡大防止
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のため，全てオンラインにより開催した。 

全職種を対象とした「広島県職員採用ガイダンス」については，令和3年3月16日及び17日に開

催し，知事メッセージの動画配信，採用試験制度・両立支援制度の説明，各局の職員との意見交換を

行った。参加者は，延べ1,018名であった（複数局の職員との意見交換の重複を含む。）。 

   技術職・専門職を対象とした「広島県職員しごと説明会」については，令和3年2月24日～26日

に開催し，合計119名が参加し，職種ごとに職員との意見交換を行った。 

 社会人経験者などを対象とした「C-Café in 東京」については，令和3年3月6日に開催し，合計

28名が参加し，採用試験制度の説明，東京からＵターンして社会人経験者試験により採用された職員

との意見交換等を行った。 

 エ 試験制度説明の実施 

   県内・県外の大学等の訪問や合同就職説明会等に出展して，試験制度や県行政についての説明等を

行った。 

 

（６）採用試験における危機管理 

 ア 新型コロナウイルス感染防止対策 

  採用試験の延期や中止は，各任命権者の翌年度の職員採用に大きな影響が生じるほか，受験者の受

験機会や進路選択にも影響を及ぼしうるため，感染拡大のリスク対応と，実施方法の工夫などによる

リスク回避の両面から，各時点において検討を行った。 

  採用試験を実施する際には，会場における感染拡大を防止するため，県の対処方針やガイドライン

の内容に沿って，第1次試験，第2次試験それぞれにおいて，必要な感染防止対策を実施した。 

 イ 天候，公共交通機関遅延等への対応 

  採用試験の実施に当たっては，天候や公共交通機関の遅延等により，予定どおり試験が実施できな

くなる可能性がある。このため，次のとおりの対策を講じた。 

 (ｱ) 危機管理対応 

   台風接近などにより当初の予定どおりの試験実施が危ぶまれる場合には，危機管理監や気象台か

らの情報収集などを行った上で，前日・当日朝の各時点での参集体制，判断する事項やメルクマー

ル，受験者への周知方法などを整理して，不測の事態に備えている。 

  (ｲ) 携帯版ホームページの作成 

   天候や公共交通機関の遅延などにより，予定どおりの試験実施が困難になると想定される場合に，

受験者に試験実施についての情報を提供するため，人事委員会のホームページに携帯電話で閲覧で

きる，情報提供ページを準備している。 
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２ 職員の昇任 

  令和２年度職員昇任選考の実施状況は，次のとおりである。 

職    別 知 事 教育委員会     警察本部 そ の 他     計 

局 長 相 当 職 4 1  1 6 

部 長 相 当 職 16 3 2 1 22 

課 長 相 当 職 45 7 3 9 64 
担当監・参事相当職 114 28 9 12 163 
主 査 相 当 職 50 7 20 47 124 

合    計 229 46 34 70 379 

    （注）警察本部については警察官を除く。 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

給 与 関 係 業 務 
 



 



１ 職員給与の実態

       地方公務員法第８条第１項の規定により，令和２年４月現在の一般職に属する職員の給与等の実態

       この調査結果の概要は，次のとおりである。

　（１）　職員の給料表別人員，平均年齢及び平均経験年数並びに学歴別及び性別人員構成比

　　　 　職員の総数は，23,387人で，これを給料表別にみると，教育職が全体の51.0％を占め，以下

　 　 行政職24.8％，公安職21.9％，医療職1.1％，研究職1.1％の順となっている。

区  分  適  用 平  均 平均経
  給 料 表 人  員 年  齢 験年数 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 男 女

人 歳 年 ％ ％ ％ ％ ％ ％

全 給 料 表 23,387 41.1 19.3 81.4 5.7 12.9 0.0 59.7 40.3
行 政 職 給 料 表 5,808 43.0 21.4 68.5 9.8 21.7 0.0 64.4 35.6
公 安 職 給 料 表 5,130 38.2 17.8 62.3 3.9 33.8 0.0 89.7 10.3
教育職給料表（二）（ロ） 4,039 43.6 21.1 96.0 3.4 0.5 - 54.1 45.9
教育職給料表（三）（イ） 7,878 40.4 17.9 94.8 5.2 0.0 - 39.8 60.2
研 究 職 給 料 表 265 43.7 21.0 99.6 - 0.4 - 78.1 21.9
医 療 職 給 料 表 （ 一 ） 45 39.9 16.4 100.0 - - - 82.2 17.8
医 療 職 給 料 表 （ 二 ） 147 41.9 17.7 93.9 6.1 - - 36.1 63.9
医 療 職 給 料 表 （ 三 ） 75 39.5 17.0 96.0 4.0 - - 4.0 96.0

　（２）　職員の平均給与月額

　　　 　職員の平均給与月額を昨年と比べると，全体で1,869円（0.5％）減少している。

　　　　 給料表別に見ると，減少率が最も高いのは医療職給料表(三)で11,644円(3.3％)減少している。
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△ 3,069

＋ 1,401

△ 2,946

＋ 1,116

第 ３　　　給 与 関 係 業 務

(令和２年４月現在）
学歴別人員構成比 性別人員構成比

    を調査した｡

△ 1,625

行 政 職 給 料 表

公 安 職 給 料 表

△ 4,982

＋ 3,332

(単位：円）

337,954

822,430

365,412

349,598

392,238

406,452

395,307

405,051

819,484

366,528

区  分  
  給 料 表

全 給 料 表

令和２年４月 平成31年４月

△ 1,869

増減額

教 育 職 給 料 表 （ 二 ） （ ロ ）

教 育 職 給 料 表 （ 三 ） （ イ ）

研 究 職 給 料 表

医 療 職 給 料 表 （ 一 ）

医 療 職 給 料 表 （ 二 ）

医 療 職 給 料 表 （ 三 ）

増減率

389,065

377,389

367,748

422,572

390,934

382,371

364,416

424,197

△11,644

△0.5％

△1.3％

＋0.9％

△0.4％

△0.8％

＋0.3％

△0.4％

＋0.3％

△3.3％
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２ 職種別民間給与実態調査 
（１）調査の目的及び調査対象事業所等 

職員の給与を検討するための基礎資料を作成するため，人事院及び広島市人事委員会等と共同で，

企業規模50人以上，かつ，事業所規模50人以上の県内の民間事業所（1,236事業所）から産業，規模

等を考慮して無作為抽出した事業所について，４月分給与等の実態を調査した。 

（注）令和２年においては，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により，２回に分けて調査を実施した。 

 
   産業別，企業規模別調査事業所数                   （特別給等調査関係） 

 企業規模 
産 業 

規模計 500人以上 100人以上 
500人未満 100人未満 

全 産 業 286  129  113  44  

農 業 ， 林 業 ， 漁 業 1  0  1   0  

鉱業，採石業，砂利採取業，
建 設 業 25  12  6  7  

製 造 業 121  49  51  21  

電気・ガス・熱供給・水道業，
情報通信業，運輸業，郵便業 52  29  18  5  

卸 売 業 ， 小 売 業 32  16  12  4  

金 融 業 ， 保 険 業 ， 
不動産業，物品賃貸業 12  6  6  0  

教 育 ， 学 習 支 援 業 ， 
医療，福祉，サービス業 43  17  19  7  

  （注）上記のほか，企業規模，事業所規模が調査対象となる規模を下回っていたため調査対象外であることが 

    判明した事業所が3所，調査不能の事業所が58所あった。 

 

産業別，企業規模別調査事業所数                    （月例給調査関係） 
 企業規模 

産 業 
規模計 500人以上 100人以上 

500人未満 100人未満 

全 産 業 283  129  112  42  

農 業 ， 林 業 ， 漁 業 1  0  1   0  

鉱業，採石業，砂利採取業，
建 設 業 26  12  7  7  

製 造 業 117  49  50  18  

電気・ガス・熱供給・水道業，
情報通信業，運輸業，郵便業 53  31  16  6  

卸 売 業 ， 小 売 業 33  17  12  4  

金 融 業 ， 保 険 業 ， 
不動産業，物品賃貸業 13  7  6  0  

教 育 ， 学 習 支 援 業 ， 
医療，福祉，サービス業 40  13  20  7  

  （注）上記のほか，企業規模，事業所規模が調査対象となる規模を下回っていたため調査対象外であることが 

    判明した事業所が3所，調査不能の事業所が61所あった。 
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下半期 

 上半期 

（２）職員給与と民間給与との比較 

ア 職員給与と民間給与との較差（月例給） 

 職員においては行政職給料表の適用者，民間事業所の従業員においては公務の行政職に類似する

と認められる事務・技術関係職種の者について，主な給与決定要素である役職段階，学歴及び年齢

を同じくする者同士の令和２年４月分の給与額を対比させ，精密に比較したところ，職員給与が民

間給与を１人当たり平均97円（0.03％）上回っていた。 

民 間 給 与 
（Ａ） 

職 員 給 与 
（Ｂ） 

較差（（Ａ）－（Ｂ）） 
   （Ａ）－（Ｂ） 
      （Ｂ） 

385,490 円 385,587 円 △97円 
（ △0.03％ ） 

 （注）１ 民間給与は，職務上の役職段階別，学歴別及び年齢階層別の平均の給与月額を算定し，これに対応す
る県職員の人員構成を基準として加重平均したものである（ラスパイレス方式）。 

    ２ 民間・職員給与は，きまって支給する給与から時間外手当，通勤手当及びこれらに相当する手当を除
いたものである。 

    ３ 職員給与の対象となる職員は，行政職給料表適用者5,808人から，民間事業所の従業員と同様に， 
本年度の新規採用者を除いた5,514人である。 
 

イ 民間における特別給（ボーナス）の支給状況 
令和元年８月から令和２年７月までの１年間において，民間事業所で支払われた賞与等の特別給 

は，所定内給与月額の4.45月分（事務・技術等従業員）に相当している。 
                 区   分 
  項   目 事務・技術等従業員 技能・労務等従業員 

平均所定内給与月額 
  下半期（Ａ１） 357,873円 261,112円 

  上半期（Ａ２） 357,290円 259,891円 

特 別 給 の 支 給 額 
  下半期（Ｂ１） 796,374円 490,343円 

  上半期（Ｂ２） 792,769円 484,755円 

特 別 給 の 支 給 割 合 

   Ｂ１ 
   Ａ１ 

2.23月分 1.88月分 

   Ｂ２ 
   Ａ２ 

2.22月分 1.87月分 

年 間 計 4.45月分 3.75月分 

（注） 下半期とは令和元年８月から令和２年１月まで，上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。 

  （備考） 職員の場合，調査実施時の年間支給月数は，4.50月分である。 

×100 
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３ 職員の給与に関する報告及び勧告 

地方公務員法の規定に基づき，令和２年 11月 12 日，県議会議長及び知事に対し，次の内容の報

告及び勧告を行った。 

 

（１）職員の給与に関する報告 

ア  令和２年４月の民間給与との較差等に基づく給与改定 

職員の給与の決定に関係のある基礎的な諸条件については，以上述べたとおりであり，職員

給与と民間給与との比較結果及び人事院の勧告の内容等を総合的に勘案すると，本年の職員の

給与について，次のとおり措置すべきものと考える。 

(ア) 月例給 

本年の職員給与が民間給与を97円上回っているものの，職員給与と民間給与との較差が小

さく，給料表及び諸手当の適切な改定が困難であることから，本年は改定を行わないことが

適当である。 

 (イ) 特別給 

期末手当及び勤勉手当については，現行の職員の年間支給月数（4.50月）が民間事業所に

おける賞与等の特別給（4.45月分）を上回っていることから，年間の支給月数を0.05月分引

き下げ，4.45月とする必要がある。       

支給月数の引下げ分は，国の改定状況や民間事業所における特別給の配分状況を参考にし

て，期末手当から差し引くこととし，本年度については，３月期の期末手当から差し引き，

令和３年度以降においては，６月分と12月分の期末手当をそれぞれ0.025月分引き下げる必要

がある。 

また，任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当についても，国家公務員の改定に準じ

て改定する必要がある。 

 (ウ) 改定の実施時期 

本年の民間給与との較差等に基づく特別給の改定については，職員の給与水準を引き下げ

る内容であるため，国家公務員の改定に準じて，本年４月に遡及することなく，この改定を

実施するための条例の公布の日から実施することが適当である。なお，令和３年度以降の特

別給の改定については，令和３年４月１日から実施することが適当である。 

イ  給与制度をめぐる諸課題 

(ア) 高齢層職員の昇給制度の見直し等 

国や多くの都道府県において実施されている 55 歳を超える職員の昇給抑制措置について

は，これまで本県の実態等を踏まえて検討してきたところであるが，国において定年の引上

げに伴う高齢層職員の給与水準等の在り方に係る検討が予定されていることから，今後は，

こうした国の動向や本県の実態等を踏まえ，当該措置の導入も含めた職員の昇給制度につい

て，改めて検討していく必要がある。 

 (イ) 初任給調整手当 

獣医師に対する初任給調整手当について，本県における獣医師の採用状況や他の都道府県

における給与水準を踏まえ，人材確保の観点から，支給月額の限度額の引上げなど，所要の

改定を行う必要がある。 
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ウ  給与勧告実施の要請 

人事委員会の勧告は，労働基本権が制約されている公務員に対し，社会一般の情勢に適応し

た給与を確保する機能を有するものである。この制度が適正に機能することは，将来にわたり

効率的な公務運営を維持し，そのために必要とされる有為な人材を確保・育成していくための

基盤となるものである。 

本人事委員会は，本年の職員給与と民間給与との較差等を踏まえた特別給の引下げを求める

ものである。 

職員におかれては，改めて全体の奉仕者であることを自覚し，県民の信頼と負託に応えるよ

う，職務に精励されることを要望する。 

県議会及び知事におかれては，人事委員会の勧告制度が果たしている役割に理解を示され，

この勧告を実施されるよう要請する。 

 
（２）勧告（内容抜粋） 

    本人事委員会は，職員の給与について，次のとおり改定するための措置をとること

を勧告する。 

ア 令和２年４月の公民の給与較差等に基づく給与改定の内容 

(ア)  職員の給与に関する条例（昭和26年広島県条例第22号）の改正 

     期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。 

a 令和３年３月期 

期末手当の支給割合を0.3月分とすること。（再任用職員を除く。） 

b 令和３年６月期以降 

(a) 特定幹部職員以外の職員（再任用職員を除く。） 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.1月分とし，３月に支

給される期末手当の支給割合を0.35月分とすること。 

(b) 特定幹部職員（再任用職員を除く。） 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.9月分とし，３月に支

給される期末手当の支給割合を0.35月分とすること。 

(イ) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成14年広島県条例第１号）の改正 

    期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。 

a 令和３年３月期 

期末手当の支給割合を0.3月分とすること。 

b 令和３年６月期以降 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分とし，３月に支給

される期末手当の支給割合を0.35月分とすること。 

 (ウ) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年広島県条例第１号）の改正 

特定任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。 

a 令和３年３月期 

期末手当の支給割合を0.3月分とすること。 

b 令和３年６月期以降 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分とし，３月に支給さ

れる期末手当の支給割合を0.35月分とすること。 
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(３) 人事行政における当面の諸課題に関する報告 

人事行政における当面の課題について本人事委員会の考え方を述べる。 

ア 人材の確保・育成等 

(ア) 多様で有為な人材の確保 

本県では，これまで，試験制度の見直しや積極的な広報活動の展開を通じ，幅広い層から

意欲のある人材の確保を進めてきた。全国的に公務員の人材確保が依然として厳しい状況にあ

る中，令和２年度の大学卒業程度試験においては，行政（一般事務Ａ）をはじめ全体として前

年度を上回る受験者を確保することができ，これまでの取組による一定の成果も現れている。 

一方で，過去数年の推移をみると，受験者数は全体として減少傾向にあり，また，一部の技

術系職種については人材確保が困難な状況が続いている。今後の若年人口の減少の進展などを

踏まえれば，本県の職員採用を取り巻く環境は引き続き厳しいものと想定される。 

こうした状況下においても，広島をより良くしたいという意欲と志を持つ人材を確保してい

くことができるよう，各任命権者とも連携し，試験制度の研究・改善を行うとともに，受験者

が求める情報を各種の広報媒体を活用して分かりやすく届けるなど効果的な広報活動を行う

ことにより，多様で有為な人材の確保に取り組んでいくことが重要である。なお，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止などの観点から，いわゆるオンライン説明会が増加しており，

こうした変化にも対応して最適な広報活動を展開していく必要がある。 

 (イ) 能力・実績に基づく人事管理の推進 

地方公務員法においては，職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた実

績を把握した上で人事評価を行い，これを任用，給与，分限その他の人事管理の基礎とするこ

ととされている。 

各任命権者においては，人事評価制度に関し，階層別研修を通じた効果的な目標設定方法の

周知，評価者研修を通じた管理職員の評価スキルの向上，標準職務遂行能力の職員への理解浸

透を図る取組など，制度の実効性を高めるための改善に努めているところである。 

この制度を人事管理の基礎とし組織の総合力を高めていくためには，制度に対する職員の信

頼を得つつ，円滑かつ効果的に運用していく必要があることから，各任命権者においては，引

き続き，制度の運用状況を適切に検証しながら，客観的で透明性の高い人事管理を進めていく

ことが重要である。 

 (ウ) 人材育成 

本県を取り巻く環境が絶えず変化する中，本県の目指す姿の実現に向けた施策を効果的に

進めていくためには，限られた経営資源を最大限活用して，高度化・複雑化する行政課題等に

対応できる多様な人材を育成するとともに，組織全体のパフォーマンスを向上していくことが

求められる。 

各任命権者においては，職員の意欲的な能力開発に結び付くＯＪＴ，課題解決に向けた知

識・スキルを効果的に習得・定着させるＯｆｆ－ＪＴ，他団体との人事交流等を通じ，採用か

ら退職まで計画的な人材育成により個々の職員の能力を最大化させるとともに，職員の多様な

能力や個性が生かされる組織風土の形成に取り組んでいる。 

こうした取組を継続・拡充して人材育成の効果を高めていくとともに，在宅勤務の増加など

働き方の多様化にも対応した効果的なＯＪＴやＯｆｆ－ＪＴを進めていくことが必要である。 
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 (エ) 多様な職員が活躍できる職場環境づくり 

人口減少や少子高齢化，グローバル化の進展など，本県を取り巻く環境は日々変化し，県

職員が向き合う行政課題は多様化・複雑化している。こうした変化に対応し，行政ニーズに

応えていくためには，従来どおりの視点や画一的な考え方ではなく，新しい視点や多様な考

え方をもって，課題解決に取り組んでいくことが求められる。 

    （女性の活躍の推進） 

各任命権者においては，特定事業主行動計画を定めて取組を進めており，これまでに，女

性登用などの面において一定の成果に結びついているところである。 

知事部局，教育委員会等においては，令和２年度からの特定事業主行動計画を策定したと

ころであり，新たに定めた目標の達成に向けて，今後も着実に取組を進めていくことが必要

である。警察本部においては，今年度が現計画の最終年度である点も踏まえて，目標達成に

向けて引き続き取組を進めるとともに，次期計画の策定に向けては，これまでの取組の効果

検証を行った上で，実効性のある今後の取組を検討することが必要である。 

（障害者雇用の推進） 

障害のある人が自らの能力を発揮し，障害特性に応じて活躍できる社会を実現していくこ

とが重要であり，障害者雇用を推進することは各任命権者の責務である。 

令和２年度からは，新たに知的障害者，精神障害者を対象とした採用選考試験を実施した

ところである。各任命権者においては，障害の状況に応じた合理的配慮のあり方などについ

て個別に検討の上，障害者が，職場においてその能力を十分に発揮できる環境を具体的に整

えていく必要がある。 

（多様な働き方の選択） 

育児，介護など，様々な事情を持つ職員が，それぞれの状況に応じた最適な働き方を選択

でき，異なる価値観や考え方が仕事に生かされる職場環境づくりが必要であり，後述する働

き方改革の取組も，今後ますます重要となってくる。 

性差，障害の有無，各々が抱える事情などはもとより，そもそも職員一人一人の属性，背景，

価値観や考え方は異なっている。この差異を組織内の多様性として互いに認め合い，生かして

いくことで，組織全体のパフォーマンスを向上させ，多様化・複雑化する行政課題の解決に結

び付けていくことが重要である。 

 (オ) 会計年度任用職員制度の運用 

各任命権者においては，昨年度までに，必要な規程等の整備を行い，本年４月から会計年

度任用職員制度を導入した。これまでに相当数の職員が採用されているが，所要の採用手続

や給与決定を行い，現在まで，円滑に制度導入が行われているところである。 

今後もそれぞれの職の状況を適切に把握し，引き続き制度を安定的に運用していくことに

より，効率的・効果的な行政サービスの提供に結び付けていくことが重要である。 

イ   働き方改革と勤務環境の整備  

公務において，組織の活力を維持・向上させるためには，時間外勤務の縮減や両立支援の取

組などの働き方改革を推進することにより，公務内の全ての職員が従来型の働き方に関する価値

観などを改め，それぞれの能力や経験等を十分に発揮して活躍し，「仕事の充実」と「仕事以外

の生活の充実」の好循環をもたらすワーク・ライフ・バランスの実現を図る必要がある。 

また，近時，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として，官民を問わず，テレワー

クや時差出勤など柔軟な働き方が広がり始めていることから，本県においても，こうした状況を



- 28 - 

踏まえながら勤務環境の整備を進めていく必要がある。 

 (ア) 時間外勤務の縮減等 

a 時間外勤務の縮減については，職員の健康保持の観点からも優先的に取り組んできた重 

要な課題であり，これまでも，経営戦略会議などを中心として行われている管理監督者を

主体としたマネジメント面での取組が推進されるとともに，予算関連業務の見直しなどの

業務改善面での取組も進められているところである。 

令和元年度の時間外勤務は，７月豪雨の影響により増加した前年度より各任命権者にお

いて減少したが，知事部局と教育委員会では，前々年度の水準までには回復していない。 

本県においては，昨年４月から時間外勤務の上限規制を導入し，一月の時間外勤務を，

原則45時間，通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に時間外勤務

を命じる必要がある場合でも100時間未満，などとする上限を設定している。 

大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する特例

業務に従事する職員に対しては，上限を超えて時間外勤務を命じることができることとして

いるが，その場合には，任命権者は，その時間外勤務に係る要因の整理，分析及び検証を行

い，本人事委員会に報告しなければならないこととしている。 

令和元年度については，知事部局及び警察本部において特例業務の時間外勤務が行われ，

各任命権者からその検証等の結果について報告を受けたところである。 

今後，各任命権者において，検証等の結果を踏まえた特例業務に係る時間外勤務を回避す

るための適正な措置が講じられ，長時間勤務を是正するための的確で実効性のある取組が推

進されるよう，本人事委員会として必要な指導及び助言を行っていく。 

特に，知事部局では，本年３月以降,新型コロナウイルス感染症対策の業務を担う職場で，

時間外勤務が大幅に増加し，本年度においても多くの職員が特例業務に係る時間外勤務を行

っている。こうした職場について，職員の心身両面の健康に適切に配慮するとともに，長時

間勤務を常態化させないための方策を検討し，改善を図る必要がある。 

b また，本人事委員会は，教員の長時間労働が課題となっていることを踏まえ，教育委員会

に対し引き続き学校における働き方改革を進めることを求めているところである。 

令和元年度における県立学校教員の長時間労働の状況については，前年度と比較して一定

の改善はみられるものの，依然として多くの教員が長時間労働を行っている。 

国においては，文部科学省が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイド

ライン」が法的根拠のある指針に格上げされたところである。 

本県においても，国のこうした動きを踏まえ，「県立及び市町立の義務教育諸学校等の教

育職員の給与等に関する特別措置条例」の一部を改正し，教育委員会において，国の指針と

同様に教育職員の時間外在校等時間の上限を原則，月45時間，年360時間とすることなどを

定めた「県立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則」を制定し，併せて，「県立学

校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を策定するとともに，「学校における働

き方改革取組方針」を改定するなど，学校における働き方改革に関する取組を進めていると

ころである。 

今後，より一層の教員の負担軽減につなげ心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進

していくため，引き続き，教員の勤務実態を十分に把握した上で，上記取組が実効性のある

勤務環境の改善につながるよう，長時間労働の解消に向けた学校における働き方改革を着実

に進めていく必要がある。 
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ｃ  さらに，「仕事以外の生活の充実」の視点からは，年次有給休暇の取得促進に向けた取組

も重要であり，各任命権者においては，民間労働法制を踏まえた年５日の確実な取得，週休

日や夏季休暇等と連続した取得など,計画的な年次有給休暇の取得促進の取組を行っている

ところである。今後も，職員の意識向上や取得しやすい環境整備等に引き続き積極的に取り

組む必要がある。 

 (イ) 両立支援の取組の推進 

ワーク・ライフ・バランスを図る観点から，育児や介護に責任を有する職員が仕事と生活を

両立しながら勤務できる環境を整備することは重要であり，育児に関しては，各任命権者とも，

特定事業主行動計画に基づき，テレワークの利用促進など様々な取組を進めてきたところであ

る。 

知事部局及び教育委員会においては，前計画における課題を踏まえ，本年度から令和７年度

末までを計画期間とする新たな計画が策定され，これに基づく取組が進められているところで

あり，計画に掲げる目標の達成に向け，取組を進めていく必要がある。 

警察本部においては，現計画に掲げる目標を既に達成した項目もあるが，計画期間の満了が

近づいている点も踏まえて，目標達成に向けた取組を着実に進めていく必要がある。また，次

期計画の策定に向けては，現計画に基づく取組の効果検証を行った上で，より実効性のある取

組を検討することが必要である。 

また，不妊治療と仕事の両立については，本年５月，国が策定した「少子化社会対策大綱」

において，国家公務員について不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図ることとされてい

ることから，本県においても国や他の都道府県の状況を注視しつつ，取組を進めていく必要が

ある。 

ウ  職員の健康管理等 

(ア) 職員の健康管理 

職員一人一人が心身ともに健康であることは，職員自身やその家族にとってはもちろんのこ

と，職員自らの能力を最大限発揮し，質の高い県民サービスを行っていく上でも極めて重要で

ある。 

特に，職員のメンタルヘルス対策については，研修内容の見直しや専門職員の配置など，各

任命権者において様々な取組を推進しているところであるが，精神疾患を原因とする長期病休

者，休職者の数や割合は，依然として高い水準にある。とりわけ，精神疾患については，再発

するケースが多いことから，再発防止のためにも，予防や早期発見・早期対応の観点に立った

メンタルヘルス対策がなお一層必要となっている。 

また，ストレスチェック制度については，各所属における職員の心の不調の未然防止に資す

るよう，制度趣旨を職員に十分周知するとともに，集団分析結果の有効活用を図っていく必要

がある。 

 (イ) ハラスメントの防止 

職場におけるハラスメントは，職員の尊厳を傷つけ，その能力発揮を妨げ，職場の運営にも

支障をもたらすとともに，職員の心身の健康に支障を及ぼす要因となり得るものである。 

各任命権者においては，これまで相談窓口の設置や職員の意識啓発に取り組んできたところ

であるが，本年６月には，パワー・ハラスメント防止対策の法制化を踏まえ，パワー・ハラス

メントの防止に係る要綱の整備等を行い，パワー・ハラスメントの禁止，管理監督者の責務，

研修等の実施等について規定するとともに，「懲戒処分の指針」の改正などを行ったところで
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あり，こうした対策も踏まえ，引き続き，ハラスメントのない職場環境づくりに努め，予防・

解決に向けて取り組んでいく必要がある。 

 (ウ) 長距離・長時間通勤の解消 

職員の長距離・長時間通勤については，職員の健康管理や効率的な公務運営の観点から，各

任命権者において解消に向けた様々な取組が行われてきており，近年は概ね横ばい傾向となっ

ている。 

各任命権者においては，効率的な公務運営と適材適所の配置とのバランスのとれた人事管理

施策を行う中で，より一層，職員が健康で意欲的に職務に取り組むことができるよう，長距離・

長時間通勤の実態を把握・分析し，その解消を十分意識した人事異動その他の計画的な方策に

より，長距離・長時間通勤の解消に向けて取り組む必要がある。 

エ 高齢層職員の能力及び経験の活用 

地方公務員の定年の引上げに関して，地方公務員法改正案は国会において継続審議とされてお

り，廃案となった国家公務員法等改正案を含め，今後の国の動向を注視していく必要がある。 

法案に示されている役職定年制や定年前再任用短時間勤務制など，新たに導入される制度をは

じめ，定年の引上げに伴う諸課題については，改正法が成立した場合に適切に対応することがで

きるよう検討を行うなど，所要の準備を進めていく必要がある。 

また，再任用制度に関しては，年金支給開始年齢の段階的な引上げなどに伴い，定年の引上げ

が完了するまでの間，今後もフルタイム任用の拡大を含め再任用職員の増加が想定されることか

ら，各任命権者においては，意欲と能力のある再任用職員を適切に配置し，その能力や経験が最

大限発揮されるよう環境整備に努めていく必要がある。 

オ  不祥事防止に向けた取組の徹底 

行政運営に関して課題が山積する厳しい状況の中で，多くの職員は，県職員としての使命を果

たすべく，真摯に日々の職務に精励しているところである。 

しかしながら，依然として職員による重大な非違行為が発生しており，このような状況は，公

務員，ひいては公務全体に対する信頼を大きく揺るがすものであり，極めて遺憾である。 

各任命権者においては，規範意識の確立に向けた取組を行っているところであるが，引き続き，

事案毎に原因分析を行い，その結果に基づき，不祥事防止に向けた取組を続けていくことが重要

である。 

また，職員においては，一人一人が全体の奉仕者であることを強く自覚し，法令遵守はもとよ

り，高い倫理観のもと，県民の信頼と負託に応えていくことが必要である。 



- 31 - 
 

４ 職員の給与制度改定の動き 

（１）令和２年４月の公民の給与較差等に基づく給与改定 

ア 月例給 

本人事委員会が令和２年11月12日に行った「職員の給与等に関する報告及び給与改定に関す 

る勧告（以下「勧告」という。）」に基づき，改定は見送られた。 

イ 特別給 

勧告のとおり改正された。（令和２年12月23日適用） 

（２）給料の調整額 

   国の指針等を踏まえ，次のとおり改正された。 

  ・ こども家庭センターに勤務する児童福祉司等に給料の調整額を措置（令和３年１月１日適用） 

  ・ 高等学校に勤務する障害に応じた特別な教育課程を担当する職員に給料の調整額を措置（令

和３年４月１日適用） 

（３）初任給調整手当 

勧告に基づき獣医師の初任給調整手当が改正された。（令和３年４月１日適用） 

（４）特殊勤務手当 

人事院規則の一部改正を踏まえ，国家公務員の取扱いに準じて，新型コロナウイルス感染症によ

り生じた事態に対処するための防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の特例を措置（令和２年２月１

日適用） 
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第４ 審 査 関 係 業 務 

 

１  公平審査 

 職員は，人事委員会に対して，懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた場合には審査請求

(地方公務員法第49条の２)を，また，給与，勤務時間その他の勤務条件に関しては措置の要求 (同法

第46条) をすることができる。 

 審査請求及び措置要求の各事案の処理状況は，次のとおりである。 

（１）不利益処分に関する審査請求 

事案なし 

（２）勤務条件に関する措置の要求 

事案なし 

 

２  職員からの苦情相談 

  地方公務員法第８条の規定に基づき，職員からの勤務条件その他人事管理に関する悩みや苦情について

相談に応じている。 

  令和２年度中の職員からの苦情相談の状況は次のとおりである。 

 

 苦情相談の状況 

                             （令和２年度） 

申出人の任命権者 件  数 
知       事         ０件 
教 育 委 員 会         ３件 
警 察 本 部 長         ０件 
受   託   分         ０件 
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３ 職員団体等 
 （１）職員団体の登録 

 職員団体は，地方公務員法第53条及び職員団体の登録に関する条例（昭和41年広島県条例第24

号）に基づいて人事委員会に登録の申請をすることができる。 

 人事委員会に登録されている職員団体は次のとおりである。 

 

  職員団体の登録状況（県分）                               （令和３年３月31日現在） 

職 員 団 体 名 
法人・非
法人の別 

登録年月日 
規約の変更その他の届出等の受理年月
日（令和２年度） 

自治労広島県職員労働組合 法 人 昭41.10. 3 令2.4.6 （ 役 員 ） 
広島県教職員組合 法 人 昭41.10. 3 令2.4.6 （ 役 員 ） 
広島県高等学校教職員組合 法 人 昭41.10. 3 なし     
全広島教職員組合 法 人 平 1 .12.28 令2.4.7  （ 役 員 ） 
広島県非常勤職員労働組合 非法人 令 2 . 8.31   

 

  職員団体の登録状況（受託分）                                 （令和３年３月31日現在） 

職 員 団 体 名 
法人・非
法人の別 

登録年月日 
規約の変更その他の届出等の受理年月
日（令和２年度） 

府中町職員労働組合 非法人 昭42. 4. 6 なし     
大崎上島町職員労働組合 法 人 平16. 2.13 令2.12.8 （ 役 員 ） 
神石高原町職員労働組合 法 人 平17. 2.15 令2.11.4 （ 役 員 ） 
世羅町職員労働組合 法 人 平18. 4. 7 令2.12.2 （ 役 員 ） 
熊野町職員労働組合 非法人 平24.12.10 なし  

北広島町職員労働組合 非法人 令 3 . 2.10   
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（２）管理職員等の範囲の指定 

 管理職員等とは，地方公務員法第 52 条第３項ただし書きに規定される職員のことをいい，

その範囲の指定は同法第 52 条第４項の規定により人事委員会規則で定めることになっている。 

 人事委員会規則による管理職員等の範囲は次のとおりである。 

 

管理職員等の範囲（県分） 

本 庁                             令和３年３月 31日現在 

機関 職  機関 職 

議会事務局 
事務局長 次長 課長 共
通業務担当監 課長代理 
秘書係長 庶務係長 

教育委員会 
事 務 局 

教育次長 理事 参与 部長 総括官 
課長（室長を含む。） センター長 個
別最適な学び担当課長 人事管理監 
職員管理監 社会教育監 教育指導監 
校務指導監 経営企画監 教育支援推
進監 情報化推進監 個別最適な学び
推進監 人材育成推進監 県立学校改
革推進監 課長代理 副センター長 
主幹 総務係長 法務係長 教育広報
係長 秘書係長 企画調整係長 県立
学校人事係長 小中学校人事係長 採
用定数係長 行政係長 給与第一係長 
給与第二係長 文化財保護係長 学校
財務係長 振興係長 管理係長 主査
（管理部経営企画担当，総務課（総務
係（人事又は服務を担当するものに限
る。），法務係及び秘書係に限る。），
教職員課（企画調整係を除く。），学
校経営戦略推進課（学校経営支援推進
班学校推進担当に限る。） 管理主事 
総務係（人事又は服務を担当するもの
に限る。），法務係，秘書係，教職員
課（企画調整係を除く。）又は学校経
営支援推進班学校働き方改革推進担当
の主任及び主事 

知 事 部 局 

理事 局長 経営戦略審議
官 都市建築技術審議官 
危機管理監 部長 総括監
審理監 課長 担当課長 
大学教育振興担当課長 新
型コロナウイルス感染症対
策担当課長 ため池・農地
防災担当課長 政策監 健
康指導監 防災航空センタ
ー長 東部産業支援担当次
長 企業誘致担当次長 担
当監 参事 経営企画監 
主幹 主査 主任・主事（秘
書課，人事課の人事，給与，
服務，職員団体担当，業務
プロセス改革課の定数管理
又は業務プロセスの再構築
担当） 

会計管理部 

会計管理部長 課長 出納
監察員 共通業務担当監 
参事（会計総務課に置かれ
庶務又は予算を担当するも
の） 主幹・主査（会計総
務課の庶務，予算担当のう
ち，グループリーダー業務
に従事するもの） 

選 挙 管 理 
委 員 会 
事 務 局 

事務局長 次長 

 

人事委員会 
事 務 局 

事務局長 次長 課長 参事 主幹・
主査・主任（任用，給与勧告，公平審
査等の事務担当） 

監 査 委 員 
事 務 局 

事務局長 次長 合同総務課長 監査
総括監 監査管理監  参事（合同総務課） 

労働委員会 
事 務 局 

事務局長 次長 合同総務課長 主任
労働監 労働監 参事（合同総務課） 

海 区 漁 業 
調整委員会 
事 務 局 

事務局長 次長 

内水面漁場 
管理委員会 
事 務 局 

事務局長 

 
   



- 36 - 
 

 

地方機関 

 機   関       職   機   関      職 

総 務 事 務 所 
所長 支所長 次長 課長 
参事 

 
美 術 館 館長 副館長 課長 

 

県 税 事 務 所 
所長 分室長 次長 課長 
地方税総括管理監 

 三 次 看 護 
専 門 学 校 

校長 副校長 総務課長 
 

厚生環境事務所 
所長 支所長 医監 次長 
課長 

 総 合 精 神 保 健 
福 祉 セ ン タ ー 

所長 次長 総務企画課長 
 

保 健 所 所長 支所長 次長 課長 
 身 体 障 害 者 

更 生 相 談 所 
所長 

 

食肉衛生検査所 所長 
 

広 島 学 園 園長 副園長 課長 
 
 

高等技術専門校 校長 副校長 庶務課長 
動 物 愛 護 
セ ン タ ー 

所長 総務課長 
 
 

技術短期大学校 校長 副校長 庶務課長 
 

こ ど も 家 庭 
セ ン タ ー 

所長 次長 総務企画課長 
総務課長 相談援助第一課長 
相談援助第二課長 

 障害者職業能力 
開 発 校 

校長 副校長 庶務課長 
 
 

農業技術大学校 校長 副校長 総務課長 
農林水産事務所 

所長 事業所長 次長 課長
ダム管理事務所長 

 
 

教 育 事 務 所 
所長 支所長 副所長 総
務課長 教育指導課長 管
理主事 

畜 産 事 務 所 所長 次長 課長  
 

病 害 虫 防 除 所 所長 次長  
 

家畜保健衛生所 所長 次長 課長 
 み よ し 風 土 記 

の 丘 
所長 副所長 

 

建 設 事 務 所 
所長 支所長 次長 課長 
担当課長 ダム管理事務所長 
事業所長 

 
埋 蔵 文 化 財 
セ ン タ ー 

所長 副所長 
 

広 島 港 湾 振 興 
事 務 所 

所長 次長 課長 
 

教 育 セ ン タ ー 所長 副所長 部長 
 

消 防 学 校 校長 教頭 総務課長 
 生 涯 学 習 

セ ン タ ー 
所長 副所長 総務課長 

 

東 京 事 務 所 所長 次長 総務課長 
 

図 書 館  館長 副館長 総務課長 
 

自 治 総 合 研 修 
セ ン タ ー 

所長 総括研修企画監 研修
企画監 

 
少 年 自 然 の 家 所長 副所長 

 

大 阪 事 務 所 企業立地監 所長 次長 
 

歴史民俗資料館 館長 副館長 総務課長 
 

農業技術指導所 所長 次長 
 

歴 史 博 物 館 館長 副館長 総務課長 
 

文  書  館 館長  
 

高 等 学 校 
校長 教頭 事務部長 総
括事務長 事務長 

 

総合技術研究所 
所長 センター長 医監 次
長 支所長 部長 課長 

 
 

中 学 校 校長 教頭 事務部長 
縮 景 園 園長 副園長 

 
 

特 別 支 援 学 校 
校長 教頭 部の主事 総
括事務長 事務長 
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備考 

 １ 議会事務局の「課長代理」とは，総務課に置かれるものをいう。 

 

２ 知事部局の「参事」とは，参事のうち，総務課（公益法人の指導監督を担当するものを除く。），

秘書課，人事課，業務プロセス改革課，福利課，財政課，経営企画チーム，研究開発課，環境県民

総務課，健康福祉総務課，商工労働総務課，農林水産総務課及び土木建築総務課に置かれるもの並

びに財産管理課及び税務課に置かれ庶務又は予算を担当するものをいう。 

 

３ 知事部局の「主幹」及び「主査」とは，主幹及び主査のうち，秘書課，人事課（安全衛生管理を

担当するもの（グループリーダー業務に従事するものを除く。）を除く。），財政課及び経営企画

チームに置かれるもの，危機管理課，総務課，地域政策総務課，環境県民総務課，健康福祉総務課，

商工労働総務課，農林水産総務課及び土木建築総務課に置かれ庶務を担当するもの（グループリー

ダー業務に従事するものに限る。），総務課に置かれ予算又は法務を担当するもの（グループリー

ダー業務に従事するものに限る。），業務プロセス改革課に置かれ定数管理又は業務プロセスの再

構築を担当するもの並びに研究開発課に置かれ庶務又は予算を担当するもの（グループリーダー業

務に従事するものに限る。）をいう。 

 

４ 教育委員会の「主幹」とは，主幹のうち，教職員課（人事を担当するものに限る。）に置かれる

ものをいい，「管理係長」とは，管理係長のうち，生涯学習課に置かれるものをいう。 

 

５ こども家庭センターの「相談援助第一課長」及び「相談援助第二課長」とは，「相談援助第一課

長」及び「相談援助第二課長」のうち，西部こども家庭センター及び東部こども家庭センターに置

かれるものをいう。 



管理職員等の範囲（受託分） 

（町）                                                                                          令和３年３月 31日現在 

郡名 町名  議会事務局 町長部局 
会計管理者
部局 

教育委員会事務局 
保育所
等 

病院等 その他 小中学校 改正年月日 

安
芸
郡 

府中町 事務局長 
 

部長 参事 次長 課長 
主幹 課長補佐（総務課） 
人事研修係長 給与厚生
係長 

会計管理者 
室長 主幹 

教育部長 教育次 
長 課長 主幹 

  監査委員事務局長 福寿館長 環境セン
ター所長 府中南交流センター館長 図
書館長 公民館長 歴史民俗資料館長 

校長 教頭 
事務長 

H31.4.1 

海田町 事務局長 
主幹 

部長 次長 課長 所長 
室長 主幹 課長補佐（総
務課） 庶務係長（総務課） 
職員係長 財政係長 

会計管理者 
室長 

教育次長 課長 
教育指導監 主幹 

所長  児童館長 町民センター所長 環境セン
ター所長 図書館長 公民館長 ふるさ
と館長 ひまわりプラザ館長・所長 

校長 教頭  
事務長 

H29.5.1 

熊野町 局長 部長  危機管理監 次長 
参事 課長 課長補佐（総
務課） 

会計管理者 
課長 

部長 次長 課長 
教育指導監 

  熊野団地防災センター長 老人福祉セン
ター所長 中央地域健康センター所長 
くまの・こども夢プラザ館長  公民館長  
図書館長 くまの・みらい交流館長 

校長 教頭 
事務長 

H30.4.1 

坂町 事務局長 技監 部長 副部長 課
長 人事係長 

会計管理者 
室長 

教育次長 課長    校長 教頭 
事務長 

H29.4.1 

山
県
郡 

安芸太田
町 

事務局長 課長 室長 主幹・課長補
佐（総務課人事及び財政担
当） 
【支所】支所長 課長 

会計管理者 
課長 

教育次長 課長   保健・医療・福祉統括センター事務局長・
課長 福祉事務所長 幼稚園長 学校給
食共同調理場長 

校長 教頭 
事務長 

H29.5.1 

北広島町 
 

事務局長 参事 危機管理監 課長 
所長 課長補佐（総務課） 
総務係長 行政管理係長 
情報電算係長 財政係長 
【支所】支所長  

会計管理者 
室長 

副教育長 課長 保育所
長 
保育園
長 

【診療所】
診療所長 
事務長 

芸北ホリスティックセンター所長・次長 
大朝保健センター所長 豊平保健福祉総
合センター所長・次長 

校長 教頭 
事務長 

H27.4.30 

豊
田
郡 

大崎上島
町 

事務局長 課長 課長補佐（総務企画
課） 庶務係長 

会計管理者
課長 

課長 教育指導監   福祉事務所長 幼稚園長・教頭 校長 教頭 
事務長 

H28.4.28 

世
羅
郡 

世羅町 
 
 
 

事務局長 課長 室長 課長補佐（総
務課） 
【支所】支所長 課長 

会計管理者 課長 室長 所長  給食センター所長 せらにしタウンセン
ター所長 

校長 教頭 
事務長 

H27.4.30 

神
石
郡 

神石高原
町 
 
 

事務局長 課長 課長補佐（総務課） 
【支所】支所長 課長 

会計管理者 
課長 

課長 調整監 所長  農業委員会事務局長 校長 教頭 
事務長 

H27.4.30 
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（一部事務組合） 

区分    一部事務組合名      管   理   職   員   等 改正年月日 

複合 三原広域市町村圏事務組合 事務局長  事務局次長 所長  場長 会計管理者 室長 H19.7.6 

環境衛生 安芸地区衛生施設管理組合 事務局長  課長 会計管理者 H21.5.28 
芸北広域環境施設組合 事務局長 会計管理者 H21.4.30 

広島中央環境衛生組合 事務局長 会計管理者 課長  R2.3.30 

内部管理 広島県市町総合事務組合 事務局長 会計管理者 H21.5.28 

その他 広島中部台地土地改良施設管理組合 会計管理者 課長 H22.4.30 

 

 

（広域連合） 

   広域連合名      管   理   職   員   等 改正年月日 

広島県後期高齢者医療広域連合 議会事務局長 事務局長 事務局次長 課長（会計課長を含む） 会計管理者 選挙管理委員会事務局長 監査事
務局長 

H20.6.5 
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４ 労働基準監督機関としての職権行使 

 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は，地方公務員法第 58 条第５項の規定によ

り，労働基準法別表第 1第 11 号，第 12 号及び官公署の事業（同表に掲げる事業を除く。）に該

当する事業所に対しては，人事委員会が行うこととなっている。 

 労働基準法別表第 1 による県の事業所の号別区分及び労働基準監督機関としての職権行使の

状況は，次のとおりである。 

 

労働基準法別表第 1による号別区分（県関係分のみ） 

（令和３年３月 31 日） 

労 基 法    
別表第1    
各 号     

事 業 内 容 該   当   事   業   所 監 督 機 関       

1  号 
 
 
 
 
 

物の製造，改造，加工，
修理，洗浄，選別，包装，
装飾，仕上げ，販売のた
めにする仕立て，破壊若
しくは解体又は材料の
変造の事業 

 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 
 
 

2  号 
 

鉱業，石切り業その他土
石又は鉱物採取の事業 

 
労 働 基 準       
監 督 署       

3  号 
 
 
 

土木，建築その他工作物
の建設，改造，保存，修
理，変更，破壊，解体又
はその準備の事業 

 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

4  号 
 
 
 

道路，鉄道，軌道，索道，
船舶又は航空機による
旅客又は貨物の運送の
事業 

 
 
 
 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

5  号 
 
 
 

ドック，船舶，岸壁，波
止場，停車場又は倉庫に
おける貨物の取扱いの
事業 

 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

6  号 
 
 
 

土地の耕作若しくは開
墾又は植物の栽植，栽
培，採取若しくは伐採の
事業その他農林の事業 

 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

7  号 
 
 
 

動物の飼育又は水産動
植物の採捕若しくは養
殖の事業その他の畜産，
養蚕又は水産の事業 

 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

8  号 
 
 

物品の販売，配給，保管
若しくは賃貸又は理容
の事業 

 
労 働 基 準       
監 督 署       

 

9  号 
 
 

金融，保険，媒介，周旋，
集金，案内又は広告の事
業 

大阪事務所 
 
 

労 働 基 準       
監 督 署       

 



- 41 - 
 

労 基 法    
別表第1    
各 号     

事 業 内 容 該   当   事   業   所 監 督 機 関       

10  号 
 

映画の製作又は映写，演
劇その他興行の事業 

 
労 働 基 準       
監 督 署       

11  号 
 

郵便，信書便又は電気通
信の事業 

 
人 事       
委 員 会       

12  号 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育，研究又は調査の事
業 
 
 
 
 
 
 
 

消防学校  文書館 自治総合研修センター 総合技術研究
所のセンター 美術館  看護専門学校 高等技術専門校
（広島高等技術専門校を除く）  広島高等技術専門校・広
島技術短期大学校 広島障害者職業能力開発校 農業技術
大学校 教育センター 三次高等学校・三次中学校 広島
高等学校・広島中学校 広島叡智学園高等学校・広島叡智
学園中学校 高等学校（三次高等学校，広島高等学校及び
広島叡智学園高等学校を除く） 特別支援学校（寄宿舎を
除く） 図書館 少年自然の家 生涯学習センター 埋蔵
文化財センター  みよし風土記の丘  歴史民俗資料館 歴
史博物館 警察学校 

人 事       
委 員 会       

 
 
 
 
 
 
 

13  号 
 
 
 

病者又は虚弱者の治療，
看護その他保健衛生の
事業 
 

厚生環境事務所・保健所（支所を除く） 厚生環境事務所
支所・保健所支所 こども家庭センター一時保護課 広島
学園 総合精神保健福祉センター  食肉衛生検査所 動物
愛護センター 特別支援学校の寄宿舎 

労 働 基 準       
監 督 署       

 
 

14  号 
 
 

旅館，料理店，飲食店，
接客業又は娯楽場の事
業 

 
労 働 基 準       
監 督 署       

 

15  号 
 

焼却，清掃又はと畜場の
事業 

 
労 働 基 準       
監 督 署       

前各号に該当しない官公署の事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本庁 総務事務所（支所を除く）  総務事務所支所  東京
事務所 県税事務所（分室を除く）  県税事務所分室  総
合技術研究所企画部 縮景園  こども家庭センター（一時
保護課を除く） 身体障害者更生相談所 農林水産事務所
（事業所を除く）  農林水産事務所事業所  畜産事務所・
家畜保健衛生所  農業技術指導所・病害虫防除所 建設事
務所（支所を除く）  建設事務所支所  広島港湾振興事務
所  議会事務局 教育委員会事務局（教職員課分室を除く）  
教職員課分室 教育事務所（支所を除く） 教育事務所支
所  警察本部 警察署 選挙管理委員会事務局 監査委員
事務局 人事委員会事務局 労働委員会事務局 海区漁業
調整委員会事務局 内水面漁場管理委員会事務局 

人 事       
委 員 会       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 42 - 
 

労働基準監督機関としての職権行使の状況 

                                      （令和２年度） 

区   分 知事部局 教育委員会 警察本部 計 
時 間 外 労 働 ・ 休 日 労 働 に         件 

      19 
        件 
   105 

        件 
    1 

        件 
     125 関 す る 協 定 届 

断 続 的 な 宿 直 又 は 日 直 
       21        9        3      33 

勤 務 許 可 

衛 生 管 理 者 選 任 報 告           11       36        16       63 

産 業 医 選 任 報 告              11        10        0       21 

ボ イ ラ ー 性 能 検 査             3        2        0        5 

第 一 種 圧 力 容 器 性 能 検 査      8        4        0       12 

ボ イ ラ ー ・ 第 一 種 
圧 力 容 器 の 休 止 報 告   

       0        3        0        3 

ボ イ ラ ー ・ 第 一 種 圧 力 
容 器 検 査 証 の 返 還      

       0        0        0        0 

ゴ ン ド ラ の 性 能 検 査          0        0        0        0 

ゴ ン ド ラ の 休 止 報 告          2        0        0        2 

ク レ ー ン の 性 能 検 査        0        0        0        0 

ク レ ー ン の 休 止 報 告        0        0        0        0 

ク レ ー ン 検 査 証 の 
書 替 ・ 再 交 付  

       0        0        0        0 

機 械 等 設 置 届 等                0        1        0        1 

有 機 溶 剤 中 毒 予 防 規 則 
       0        0        0        0 

一 部 適 用 除 外 認 定     

 



  



 


